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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の対象組織の断面を超音波でスキャンし、得られたエコー信号に基づいて超音波
断層像を生成し、前記超音波断層像を表示手段に表示する超音波画像診断装置であって、
　前記スキャン中に、前記対象組織の周期的な生体運動を計測することにより、前記生体
運動の時間に対する動きを表す生体波形を求める生体運動計測手段と、
　前記生体波形を周期毎に区切る周期作成手段と、
　前記周期作成手段で区切られた周期のうち、数周期における生体波形を周期ごとに平均
化して、前記基準波形を作成する基準波形作成手段と、
　前記基準波形及び最新の周期における生体波形を重ねて表示手段に表示する表示制御手
段と、
　前記基準波形と、前記最新の周期における生体波形とを比較し、それらの差が所定値を
超えたときに異常運動と判断する判断手段と、
　を備えることを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記生体運動計測手段は、被検体の対象組織が心臓であって、心電波形を計測するもの
であることを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　前記生体運動計測手段は、被検体の対象組織が心臓であって、前記エコー信号に基づい
て血流波形、心臓の壁運動の移動量、又は、心臓の一部の断面積の変化量を求めるもので
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あることを特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項４】
　前記基準波形は、最新の周期より所定周期前の前記生体波形から１つ前の周期の前記生
体波形までの平均値であることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載
の超音波画像診断装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記所定値の範囲を重ねて表示手段に表示することを特徴とする
、請求項１乃至４のいずれか一つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項６】
　前記異常運動と判断された場合に、警告を通知する警告手段をさらに備えることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか一つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項７】
　前記異常運動と判断された場合に、前記表示制御手段は、前記異常運動における前記生
体波形を前記表示手段に表示した状態で停止させることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか一つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項８】
　前記異常運動と判断された場合に、前記表示制御手段は、前記異常運動における前記超
音波断層像を前記表示手段に表示した状態で停止させることを特徴とする請求項１乃至７
のいずれか一つに記載の超音波画像診断装置。
【請求項９】
　前記計測した周期的な生体波形を記憶する第１記憶手段と、
　前記生成した超音波断層像を記憶する第２記憶手段と
　をさらに備え、
　前記異常運動と判断された場合に、前記表示制御手段は、前記第１記憶手段から前記異
常運動における前記生体波形を取得し、前記第２記憶手段から前記異常運動における前記
超音波断層像を取得し、他の前記超音波断層像と同期をとって、それらを前記表示手段に
重畳して表示することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一つに記載の超音波画像診
断装置。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記異常運動における超音波断層像を、前記得られたエコー信号
から生成して表示することを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の超音波画像診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の断面を超音波でスキャンし超音波断層像を取得するとともに、異常
運動を検出する超音波画像診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像診断装置は、被検体の体表に超音波プローブを当てるだけの簡単な操作で、
心臓の拍動などを表す画像をリアルタイムで得ることができ、これにより、対象組織の異
常運動、例えば心臓の拡張・収縮運動における異常運動を診断するために利用されてきた
。また、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、又はＭＲＩ装置などの他の検査装置に比べて、安
全性が高いため、繰り返して検査を行うことができ、さらに、システムの規模が小さいた
め、ベッドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなどの簡便さがある。さらに、
超音波診断はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療などにおいても使用す
ることができる。
【０００３】
　ここで、図９に超音波画像診断装置で超音波断層像を作成する従来の構成を示す。図９
は従来の超音波画像診断装置のブロック図である。ここで、エコー信号処理手段３、実行
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制御手段１４、画像データ生成手段９、及び表示制御手段１５はＣＰＵで構成されている
。図９において、超音波深触子１には、超音波振動子が所定方向（走査方向）に配列され
た、いわゆる１次元超音波プローブ、又は、超音波振動子がマトリックス（格子）状に配
列された、いわゆる２次元超音波プローブが用いられる。
【０００４】
　超音波送受信手段２は、実行制御手段１４から出力された制御信号に従って超音波深触
子１を駆動することで、超音波を送受信して、所定範囲をスキャンする。
【０００５】
　エコー信号処理手段３は、送受信手段３から出力されたデータを受けて、主にフィルタ
処理やデジタルゲイン調整などの処理を施すデジタルレシーバを備える。これらの処理を
施されたエコーの振幅情報はローデータと呼ばれ、エコー信号処理手段３は、このローデ
ータを第１記憶手段４に記憶させる。
【０００６】
　画像データ生成手段９は、Ｂモード処理回路又はＣＦＭ処理回路を備えている。デジタ
ルレジーバーから出力されたデータはいずれかの処理回路にて所定の処理を施される。Ｂ
モード処理回路はエコーの振幅情報の映像化を行い、エコー信号からＢモード超音波ラス
タデータを生成する。ＣＦＭ処理回路は動いている血流情報の映像化を行い、カラー超音
波ラスタデータを生成する。さらに、画像データ生成手段９はデジタルスキャンコンバー
タを有し、直交座標系で表される画像を得るために、超音波ラスタデータを直交座標で表
される画像データに変換する。画像データ生成手段９は、直交座標で表された超音波画像
データを第２記憶手段１０に記憶させる。
【０００７】
　表示制御手段１５は、第２記憶手段１０に記憶されている超音波ラスタデータである超
音波断層像を表示手段１２に表示させる。このように表示手段１２に表示された超音波断
層像を参照することで、医師は診断を行える。
【０００８】
　そして、従来このような超音波画像診断装置の対象組織から異常運動を検出する方法と
して、例えばストレスエコー機能により、心臓に運動負荷を掛けて通常時の動きと比較し
て動的に診断する方法（例えば、特許文献１参照。）が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２６１５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、超音波断層像に基づいて対象組織の断面積を測定しその異常運動の診断
を行う従来の方法は、測定が繁雑で時間がかかり、測定時間短縮化の要望に適応できなか
った。また、断面積の相違から対象組織の異常運動を測定するため、異常の検出が難しか
った。特に、対象組織の運動量が少ない場合には断面積の変化が少ないので検出精度が低
いという問題があった。さらに、生体波形（心電波形など）に関しては、時間に沿った波
形を表示しているが、順次スクロールされるため、異常を見つけることが困難であった。
【００１１】
　また、ストレスエコー機能による診断でも、上記断面積を測定する場合と同様に、画像
を参照して異常運動を判断するため、操作者の経験に頼るところが多く、測定が煩雑で、
測定時間の短縮化も困難であった。
【００１２】
　この発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、被検体の超音波断層画像を表示
するとともに、被検体の対象組織の異常運動を自動的に検出する超音波画像診断装置を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　上記目的を達成するために、請求項１に記載の超音波画像診断装置は、被検体の対象組
織の断面を超音波でスキャンし、得られたエコー信号に基づいて超音波断層像を生成し、
前記超音波断層像を表示手段に表示する超音波画像診断装置であって、前記スキャン中に
、前記対象組織の周期的な生体運動を計測することにより、前記生体運動の時間に対する
動きを表す生体波形を求める生体運動計測手段と、前記生体波形を周期毎に区切る周期作
成手段と、前記周期作成手段で区切られた周期のうち、数周期における生体波形を周期ご
とに平均化して、前記基準波形を作成する基準波形作成手段と、前記基準波形及び最新の
周期における生体波形を重ねて表示手段に表示する表示制御手段と、前記基準波形と、前
記最新の周期における生体波形とを比較し、それらの差が所定値を超えたときに異常運動
と判断する判断手段とを備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１に記載の超音波画像診断装置によると、超音波でスキャンし超音波診断画像を
表示するとともに、被検体の対象部位の異常運動を自動で発見することが可能となる。こ
れにより、異常運動の見落としを防止でき、正確な診断に寄与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
〔第１の実施形態〕
　以下、この発明の第１の実施形態に係る超音波画像診断装置について図１乃至図７を参
照して説明する。図１は本発明に係る超音波画像診断装置の機能を表すブロック図である
。図１において、背景で説明した図９と同一符号のものは機能も同一であるので、同一符
号のものについては説明を省略する。また、図２は異常運動検出時の表示画面を説明する
ための図である。図３は正常運動時の最新の心電波形、基準波形、及び閾値の範囲を表示
したグラフであり、図４は異常運動時の最新の心電波形、基準波形、及び閾値の範囲を表
示したグラフである。さらに、図５は異常状態の自動再生を行なっている表示画面であり
、図６は異常状態の自動再生及び正常状態の自動再生を並べて表示している表示画面であ
る。図７は操作手段における異常運動検出の設定画面の一例である。
【００１６】
　図１に示す生体運動計測手段８は、心電計８１、ドプラ処理を行う血流波形計測部８２
、壁運動計測部８３、及び断面積計測部８４を備える。心電計８１は被検体の心電図を作
成し心電波形を取得する（図３はその一部を表示）。血流波形計測部８２は、エコー信号
処理手段３からエコー信号を受けてドプラ偏移周波数成分を取り出し、さらにＦＦＴ（Ｆ
ａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理等を施して血流情報を有するデー
タを生成する。血流情報には、速度、分散、パワー等の情報があり、血流情報は２値化情
報として得られる。そして、血流情報を基に１秒間に血液の流れる量の変化を算出するこ
とで血流波形が得られる。壁運動計測部８３は、エコー信号処理手段３から送られてきた
エコー信号を基に心臓壁の１点を抽出し、その点と基準となる事前に決められた心臓の中
心点との間の距離を測定し、その距離の変化を計測することで、該距離の時間変化である
壁運動の移動量を取得する。また、断面積計測部８４は、エコー信号処理手段３から送ら
れてきたエコー信号を基に被検体の対象組織である心臓の左心室、右心室、左心房、及び
右心房という４つの領域の外周をトレースすることで、それぞれの面積を計測しており、
その変化を計測することで、該面積の時間変化である断面積の変化量を取得する。ここで
、本実施形態では、周期的な生体運動情報として心電波形、血流波形、壁運動の移動量、
及び断面積の変化量という４種類の生体波形を異常運動検出の対象としているが、これは
周期的な生体運動であれば特に制限はなく、他の周期的な生体運動情報を異常運動検出の
対象としてもよい。
【００１７】
　生体運動計測手段８は、生成した心電波形、血流波形、壁運動の移動量、及び断面積の
変化量を実行制御手段６に送る。
【００１８】
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　実行制御手段６は、全体を統括して制御する。そして、実行制御手段６は、超音波深触
子１及び超音波送受信手段２を制御して所望の生体範囲をスキャンさせるとともに、異常
運動検出の対象となる生体運動の種類を操作手段５から受け、該生体運動における異常運
動の検出を行う。図１における、実行制御手段６は、判断手段６１、基準波形作成手段６
２、記憶手段６３、及び周期作成手段６４を有する。本実施形態では、一例として主に心
電波形が異常運動検出の対象に選択された場合を考える。以下、実行制御手段６が主に心
電波形に対して異常運動の検出を行う場合を説明する。
【００１９】
　実行制御手段６は、生体運動計測手段８から送られてきた心電波形、血流波形、壁運動
の移動量、及び断面積の変化量を記憶手段６３に記憶する。
【００２０】
　周期作成手段６４は、操作手段５から受けた心電波形の開始基準位置を基に、生体運動
計測手段８から受け取った生体運動の波形を周期毎に区切る。ここで、心電波形の開始基
準位置とは、心電波形における、Ｑ波、Ｒ波、Ｓ波、又はＴ波のいずれか一つである。こ
の点、血流波形、壁運動の移動量、及び断面積の変化量も心拍を基準に周期運動を行って
いるので、血流波形、壁運動の移動量、及び断面積の変化量においても心電波形とおなじ
く心電波形の開始基準位置を用いることで、対象となる生体波形の１周期を取得できる。
本実施形態では一例として、心電波形におけるＲ波の位置を心電波形の開始基準位置とす
る（図３，４を参照）。そこで、実行制御手段６は、心電図のＲ波から次のＲ波までの心
電波形を１周期として区切り、連続している心電波形を複数の１周期毎の心電波形として
構成する。
【００２１】
　基準波形作成手段６２は、操作手段５から平均算出範囲を受けて、最新の周期の一つ前
の周期から数えて平均算出範囲前の周期までの平均をとることにより、異常運動検出の対
象となる生体運動の基準波形を算出する。本実施形態では一例として、平均算出範囲とし
て４が入力されている場合を考える。基準波形作成手段６２は異常運動か否かを判断する
対象となっている心電波形（以下、「最新の心電波形」という。）の１つ前の周期の心電
波形から数えて４周期以前の４つ分の心電波形を記憶領域６３から取り出し、それら４つ
の心電波形の加算平均を計算し、それを基準波形とする。ここで、本実施形態では、最新
の心電波形と直近の心電波形との差が大きい場合に異常が検出できるよう、基準波形とし
て直近の心電波形を用いて平均を求めているが、これは、事前に正常状態での心電波形を
取得しておき、それらの平均をとるなどして基準波形としてもよい。
【００２２】
　また、基準波形作成手段６２は、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を異
常運動検出の対象にする場合においても、同様であり、例えば平均算出範囲として４が入
力された場合には、異常運動の判断の対象となっている各波形の一つ前の周期の波形から
数えて４周期以前の４つ分の波形を記憶領域６３から取り出し、それら４つの波形の加算
平均を計算し、それぞれの波形に対応した基準波形を求めることができる。
【００２３】
　判断手段６１は、基準波形と最新の心電波形を比較し、操作手段５から受けた閾値を基
に、その閾値を基準波形と最新の心電波形の差が越えたか否かで最新の心電波形が異常か
否かを判断し、異常運動検出の対象組織である心臓が異常運動を起こしていることを検出
する。ここで、心電図は縦軸を心電の電位とし、横軸を時間としたグラフで表わされ、心
電波形における閾値は、心電波形の電位０．１ｍＶを心電図における１ｍｍとしたときの
心電波形の高さを単位としている。本実施形態では一例として、心電波形の閾値は１ｍｍ
と設定された場合を考える。判断手段６１は、基準波形と最新の心電波形との１周期にお
ける各点を比較し１ｍｍ以上の差が存在する場合に異常運動と判断する。ここで、心電図
では最も高い電位のＲ波でおよそ１．０ｍＶであるので、本実施形態では平均値から１ｍ
ｍ（０．１ｍＶ）のズレが存在すということは１割近いズレが生じているということであ
り、その場合を異常と判断しているが、もっと早期に異常運動を検出するために閾値を小
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さくしてもよく、また大きな異常の場合にのみ異常運動を検出するために閾値を大きくし
てもよい。また、本実施形態では、ずれた量の絶対値を閾値として用いているが、これは
相対的な量でも良く、基準波形からの割合（％）などで表してもよい。
【００２４】
　また、判断手段６１は、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を異常運動検
出の対象にする場合においても、同様に、血流波形の場合には基準波形から何ｃｃのずれ
、壁運動の移動量の場合には基準波形から何ｍｍのずれ、断面積の変化量の場合には基準
波形から何ｃｍ2のずれといった情報を閾値として操作手段５から受け、異常運動の判断
の対象となっている波形と、基準波形作成手段６２により求められた基準波形とを比較し
、その差が該閾値を超えたか否かで、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量が
異常か否かを判断し、異常運動検出の対象組織が異常運動を起こしていることを検出する
ことができる。
【００２５】
　実行制御手段６は、判断手段６１での異常運動検出の判断を受けて、第２記憶手段から
最新の心電波形に対応する超音波断層像を取得する。さらに、実行制御手段６は、心電波
形の基準波形を基準波形作成手段６２から受け取る。そして、実行制御手段６は表示制御
手段１１に、異常運動検出の情報、最新の心電波形、最新の心電波形に対応する超音波断
層像、及び心電波形の基準波形を送信する。
【００２６】
　また、実行制御手段６は、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を異常運動
検出の対象にする場合においても、同様に、判断手段６１での異常運動検出の判断を受け
て、第２記憶手段から血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量の異常運動の判断
の対象になっている波形に対応する超音波断層像を取得する。さらに、実行制御手段６は
、異常運動検出の対象となっている血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量の基
準波形を基準波形作成手段６２から受け取る。そして、実行制御手段６は表示制御手段１
１に、異常運動検出の情報、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量における異
常運動の判断の対象となっている波形に対応する超音波断層像、及び基準波形を送信する
。
【００２７】
　表示制御手段１１は、実行制御手段６からの情報を受けて、図２に示すように、通常の
超音波断層像１０１や通常の心電波形１０２の表示の上に異常運動検出のアラート１０４
を表示する。ここで、通常の超音波断層画像１０１や通常の心電波形１０２とは、超音波
でスキャンしながらリアルタイムで表示されていく超音波断層画像や心電波形である。ま
た、その右側のリアルタイムグラフ１０３に心電波形の基準波形、閾値の範囲、及び異常
運動検出時の最新の心電波形を重ねて表示した状態でとめておく。
【００２８】
　また、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を異常運動検出の対象にする場
合においても、同様に、通常の超音波診断像１０１や通常の各波形が表示されている上に
異常運動検出のアラート１０４を表示し、その右側にリアルタイムグラフ１０３に対象と
なる波形の基準波形、それに対応する閾値の範囲、及び異常運動検出時の血流波形、壁運
動の移動量、又は断面積の変化量の波形を重ねて表示した状態でとめておく。
【００２９】
　ここで、図３及び図４を参照して、リアルタイムグラフ１０３について説明する。
【００３０】
　リアルタイムグラフ１０３は、図３に示すように、最新の心電波形２０２、最新の心電
波形における基準波形２０１、及び閾値の範囲２０３が、心電波形の開始基準位置（本実
施形態であればＲ波）を基準に重ねて表示されている。ここで、図３のグラフの縦軸は電
位（ｍＶ）を表わし、横軸は時間（ｓｅｃ）を表わしている。さらに、縦軸は電位０．１
ｍＶを１ｍｍとしている。また、横軸は１周期分の時間で区切られている。そして、生体
運動が正常状態の時には最新の心電波形２０２が更新される毎に、基準波形２０１、最新
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の心電波形２０２、及び閾値の範囲２０３を更新してリアルタイムで表示していく。ここ
で、閾値の範囲２０３とは、基準波形２０１の各点において、入力された閾値を加えたも
のを上限とし、入力した閾値を引いたものを下限とし、その間の範囲をグレーで表示した
ものである。本実施形態では、基準波形２０１の各点において縦軸方向の電位に±１ｍｍ
を加えた領域が閾値の範囲２０３として表わされている。このとき、最新の心電波形２０
２が正常状態ならば、図３に示すように最新の心電波形２０２は閾値の範囲２０３の中に
納まっている。
【００３１】
　また、このリアルタイムグラフ１０３は、血流波形、壁運動の移動量、及び断面積の変
化量を異常運動検出の対象とした場合においても、同様に、血流波形、壁運動の移動量、
及び断面積の変化量の異常運動の判断の対象となる波形、該波形に対応する基準波形、閾
値の範囲が、心電波形の開始基準位置を基準に重ねて表示される。
【００３２】
　これに対し、最新の心電波形２０２において、対象組織の異常運動が検出された場合に
は、図４に示すように最新の心電波形２０２は閾値の範囲２０３の外にはみ出すことにな
る。ここで、図４における縦軸及び横軸の単位は図３におけるグラフと同一である。この
ように、閾値の範囲２０３と最新の心電波形２０２の関係を視覚的に表すことで、一目で
異常運動が発生したと認識することが可能となる。さらに、本実施形態では、異常運動が
検出された場合に、図４に示すような異常運動時のグラフを表示させた状態で、図２に示
すリアルタイムグラフ１０３の表示を停止させておくため、異常運動のアラート１０４が
通知されたときに、そのアラート１０４を確認した医師は、その場で検出の対象としてい
る生体運動にどのような異常が発生したかを確認することができる。
【００３３】
　また、このリアルタイムグラフ１０３は、血流波形、壁運動の移動量、及び断面積の変
化量を異常運動検出の対象とした場合においても、同様に、対象組織の異常運動が検出さ
れた場合には、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量の異常運動の判断の対象
となる波形が、該波形に対応する閾値の範囲の外にはみ出したグラフとして表示される。
【００３４】
　また、異常運動検出の状態を医師に通知する方法には特に制限はなく、本実施例以外の
表示を行ってもよい。例えば、図５に示すように、異常状態の超音波断層像１０５及び異
常運動時の心電波形１０６を繰返し表示してもよく、さらに、図６に示すように正常状態
の超音波断層像１０７及び心電波形１０８を以上状態の超音波断層像１０５及び心電波形
１０６と並べて表示してもよい。ここで、正常状態の超音波断層像１０７及び心電波形１
０８と異常状態の超音波断層像１０５及び心電波形１０６を並べて表示するときに、心電
波形の開始基準位置（本実施形態であればＲ波）を基準に並べることで、正常状態の超音
波断層像１０７及び心電波形１０８と以上状態の超音波断層像１０５及び心電波形１０６
の同期の取れた表示を行うことができる。このように、異常状態の超音波断層像１０５及
び心電波形１０６の動きを繰返し表示することで、より視覚的に生体運動の異常を捉える
ことができ、さらに、正常状態の超音波断層像１０７及び心電波形１０８と並べることで
、異常運動を容易に認識することが可能となる。この表示方法は、血流波形、壁運動の移
動量、又は断面積の変化量を異常運動検出の対象とした場合においても同じ種類の表示方
法を行うことができる。
【００３５】
　また、本実施形態では異常運動検出時の超音波断層像を第２記憶手段１０に保存されて
いる画像を使用して表示させているが、これは、異常運動検出時に、実行制御手段６が第
１記憶手段４に保存されているローデータを使用して画像データを生成し、その画像を表
示制御手段１１に送り、それを表示手段１２に表示させる構成でもよい。これは、血流波
形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を異常運動検出の対象とした場合においても同
様である。
【００３６】
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　また、操作手段５による異常運動検出設定として、図７に示すような設定画面を使用し
てもよい。これは、あらかじめ表示制御手段１１にこの設定画面のフォーマットを持たせ
て表示手段１２に表示させるようにしてもよい。００１は異常運動検出を有効にするか否
かの設定のボタンである。００２は上記心電波形の開始基準位置をどこに設定するかのボ
タンである。００３は異常運動検出の対象とする生体運動の種類を決めるボタンである。
ここで、領域とは断面積の変化量を表している。００４は各種生体運動の異常運動と判断
するための閾値を決定するためのボタンである。００５は上記平均算出範囲を設定するボ
タン、００６は異常運動を検出したときの対応を設定するボタンである。ここで、００６
において、メッセージ表示とは異常運動検出時にアラート１０４を表示手段１２に表示す
るものであり（図２参照）、自動Ｆｒｅｅｚｅとは異常運動検出時に異常運動を検出した
画面の状態で停止させて表示し続けるものであり、自動再生（異常運動）とは異常運動検
出時に検出された異常運動時における超音波断層像１０５、心電波形１０６などの動きを
繰返し表示することであり（図５参照）、自動再生（異常運動＋正常運動）とは異常運動
時に検出された異常状態の超音波断層像１０５及び心電波形１０６、と正常状態の超音波
断層像１０７及び心電波形１０８の動きを並べて繰り返し表示するものである（図６参照
）。そして、操作手段５に表示されている図７に示す設定画面の００１において異常運動
検出設定をＯＮにし、被検体に超音波深触子１を当ててスキャンを開始することにより、
異常運動検出が開始される。ここで、００１におけるＯＮは異常運動検出の機能を有効に
することを意味しており、ＯＦＦは異常運動検出の機能の無効を意味している。そして、
００１でＯＦＦを選択した場合には、００２乃至００６の選択項目が非表示又はグレーア
ウトして設定不可となる。そして、異常運動検出設定は、図７の００７で示す保存ボタン
を押すことにより、実行制御手段６の中の記憶手段６３に保存される。
【００３７】
　次に、図８を参照して異常運動検出の動作の流れを説明する。ここで、図８は異常運動
検出の動作を表すフローチャートである。
【００３８】
　ステップＳ００１：医師が操作手段５を用いて、異常運動検出の設定を入力。
【００３９】
　ステップＳ００２：周期作成手段６４は、操作手段５からの入力された異常運動検出の
対象及び心電波形の基準位置に基づいて、生体運動計測手段８から受けた生体運動の情報
から１周期毎の心電波形、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を作成し、異
常運動の判断の対象となる心電波形、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を
取得。
【００４０】
　ステップＳ００３：基準波形作成手段６２は、操作手段５からの入力された平均算出範
囲に基づいて、基準波形を作成。
【００４１】
　ステップＳ００４：実行制御手段６は、第２記憶手段１０にある超音波断層像を表示し
、さらに、心電図、血流波形、壁運動の移動量、又は断面積の変化量を表示する。さらに
、操作手段５から入力された閾値を受けて、実行制御手段６は、表示制御手段１１に、基
準波形、異常運動の判断の対象となる波形、及び閾値の範囲を送る。表示制御手段１１は
、基準波形、異常運動の判断の対象となる波形、及び閾値の範囲を使用してリアルタイム
グラフ１０３を表示手段１２に表示させる。
【００４２】
　ステップＳ００５：判断手段６１は、閾値を受けて、基準波形と異常運動の判断の対象
となる波形を比較する。
【００４３】
　ステップＳ００６：判断手段６１の比較で、基準波形と異常運動の判断の対象となる波
形の差が閾値を超えておらず対象組織の異常運動が検出されなければステップＳ００２か
らステップＳ００５までを繰返し、閾値を超えており対象組織の異常運動が検出されれば
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ステップＳ００７に進む。
【００４４】
　ステップＳ００７：表示制御手段１１は、実行制御手段６から異常運動検出の通知を受
け手、表示手段１２に異常運動検出のアラート１０４を表示させる。
【００４５】
　ステップＳ００８：表示制御手段１１は、実行制御手段６から異常運動検出時の基準波
形２０１、異常運動検出時の最新の心電波形２０２、閾値の範囲２０３を受けて、表示手
段１２のリアルタイムグラフ１０３に表示させ、その状態でリアルタイムグラフ１０３を
停止させておく。ここで、異常運動検出の対象として血流波形、壁運動の移動量、又は断
面積の変化量を設定している場合には、それらに対応したリアルタイムグラフ１０３を表
示する。
【００４６】
　以上のように、超音波診断画像を表示するのとともに、被検体の対象部位の異常運動が
自動で検出されるよう構成しているので、異常運動を見落とすことがなくなり、患者に再
度診断を受けに来てもらうなどの手間をかけずに、その場で正確な診断を行うことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係る超音波画像診断装置のブロック図
【図２】異常運動検出時の表示画面を説明するための図
【図３】正常運動時のリアルタイムグラフ
【図４】異常運動検出中のリアルタイムグラフ
【図５】異常状態の自動再生を行なっている表示画面
【図６】異常状態の自動再生及び正常状態の自動再生を並べて表示している表示画面
【図７】異常運動検出の設定を行なう画面の一例
【図８】異常運動検出の動作を表すフローチャート
【図９】従来の超音波画像診断装置のブロック図
【符号の説明】
【００４８】
１　超音波深触子
２　超音波送受信手段
３　エコー信号処理手段
４　第１記憶手段
５　操作手段
６　実行制御手段
６１　判断手段
６２　基準波形作成手段
６３　記憶手段
６４　周期作成手段
８　生体運動計測手段
８１　心電計
８２　血流波形計測部
８３　壁運動計測部
８４　断面積計測部
９　画像データ生成手段
１０　第２記憶手段
１１　表示制御手段
１２　表示手段
１０１　通常の超音波断層像
１０２　通常の心電波形
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１０３　リアルタイムグラフ
１０４　アラート
１０５　異常状態の超音波断層像
１０６　異常状態の心電波形
１０７　正常状態の超音波断層像
１０８　正常状態の心電波形
２０１　基準波形
２０２　最新の心電波形
２０３　閾値の範囲

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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【図６】
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